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第48回（平成29年11月28日） 

○的井総務課長 定刻となりましたので会議を始めます。 

 本日は、全委員御出席です。 

 それでは、以後の委員会会議の進行につきましては、堀部委員長にお願いいたします。 

○堀部委員長 ただいまから、第48回個人情報保護委員会を開会いたします。 

 本日の議題は２つです。 

 議題１、国税庁（国税関係（受付）事務、国税関係（賦課・徴収）事務 全項目評価書）

の概要につきまして、井上調査官から説明をお願いします。 

○井上調査官 番号法等により行政機関の長等が特定個人情報ファイルを保有するときに

は、原則として特定個人情報保護評価の実施が義務付けられます。また、当該特定個人情

報ファイルについて、重要な変更を加えようとするときも同様とされています。 

 国税庁が実施する「国税関係（受付）事務」及び「国税関係（賦課・徴収）事務」につ

いては、対象人数が30万人以上であり、全項目評価が義務付けられることから、番号法第

28条第１項の規定に基づき、広く国民の意見を求めた上で委員会の承認を受けることが必

要となります。今般、平成29年11月22日付官公２－20にて、国税庁から当委員会に対し、

当該事務についての全項目評価書が提出されました。評価書の内容について、議事運営規

程第８条の規定に基づき、国税庁の職員に御出席いただき、概要を説明していただくもの

です。 

 よろしくお願いします。 

○堀部委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの井上調査官の説明にありましたように、国税庁の職員に会議に出席していた

だきますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○堀部委員長 それでは、出席を認めます。全項目評価書の概要につきまして、国税庁か

ら御説明をお願いします。 

○国税庁 平素は、個人情報保護に対しまして御指導賜り、誠にありがとうございます。 

 国税庁では、平成26年度に承認されました「国税関係（受付）事務  全項目評価書」と

「国税関係（賦課・徴収）事務  全項目評価書」に基づき、平成28年１月から個人番号を

利用しております。今回、特定個人情報の取扱いに変更が生じることから、両評価書につ

きまして評価の再実施を行うこととしましたので、その内容について説明いたします。 

 まず、「国税関係（受付）事務 全項目評価書」の変更について２点あります。５ペー

ジの「（別添１）事務の内容」をご覧ください。 

 １点目として、ｅ―Ｔａｘの利用の簡便化に伴い、変更を行っています。国税関係（受

付）事務では、ｅ―Ｔａｘ、国税電子申告・納税システムを利用して申告書等の収受を行

っております。現在、ｅ―Ｔａｘを利用開始する際には、事前に開始届出書を税務署に提

出して、ＩＤ・パスワードを取得するとともに、マイナンバーカード等の電子証明書を登
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録することになっております。利用の際には、ＩＤ・パスワードを入力するとともに、マ

イナンバーカード等を用いて電子署名をすることになっていますが、ｅ―Ｔａｘ利用の簡

便化の観点から、マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由等でｅ―Ｔａｘにログ

インするだけで事前の開始届出書の提出やＩＤ・パスワードの入力を不要とし、簡単にｅ

―Ｔａｘの利用が可能となるよう、「マイナンバーカード方式」の導入を予定しておりま

す。 

 「マイナンバーカード方式」では、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書に

より本人確認を行うこととしており、対象者以外の情報の入手を防止するためのリスク対

策にその旨を追記しております。また、マイナンバーカード及びカードリーダライタが普

及するまでの暫定的な対応として、厳格な本人確認に基づき、税務署長が発行したＩＤ・

パスワードを用いることによりｅ―Ｔａｘの利用を可能にする「ＩＤ・パスワード方式」

の導入を予定しております。「ＩＤ・パスワード方式」では、厳格な本人確認行為で発行

したＩＤ・パスワードにより本人確認を行うこととしており、「マイナンバーカード方式」

と同様、対象者以外の情報の入手を防止するためのリスク対策にその旨を追記しておりま

す。これら２つの方式はいずれも平成31年１月から（平成 30年分所得税の確定申告から）

の導入を予定しております。 

 ２点目として、ＯＥＣＤの共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく自動的情報交換の開始に伴

い変更を行っております。 

 外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、非居住者に係る

金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するため、共通報告基準（ＣＲＳ）をＯＥＣＤ

が公表しております。この基準に基づき、各国の税務当局は自国の金融機関から非居住者

が保有する金融口座の情報の報告を受け、非居住者の居住国の税務当局に対し、その情報

を提供することとなっております。我が国も外国金融機関等に口座を有する日本非居住者

の個人番号を含む情報をＯＥＣＤが開発した共通送受信システムにｅ―Ｔａｘを接続して

入手することになります。共通送受信システムへのアクセスは通信経路やデータの暗号化

等により高度な安全性が担保されているため、その旨をリスクに対する措置の内容欄に追

記しております。 

 続いて、「国税関係（賦課・徴収）事務 全項目評価書」の変更についても２点ありま

す。こちらのほうは５ページの「（別添１）事務の内容」をご覧ください。 

 賦課・徴収事務において取り扱う特定個人情報ファイルは、ＫＳＫシステムの（１）か

ら（13）までの各サブシステムで保有している13ファイル、（14）の租税に関する法律に

基づく調査により取得した１ファイル及び（ 15）の租税に関する法律に基づく犯則事件の

調査により取得した１ファイルの計15ファイルとなっております。今回、ＫＳＫシステム

のサブシステムで保有している大枠の13ファイルのうち、（10）資料調査特定個人情報フ

ァイルについて変更を行っております。 

 まず１点目としては、先ほど受付事務で説明いたしましたＣＲＳに基づく自動的情報交
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換において共通送受信システムにｅ―Ｔａｘを接続して入手した情報の管理をＫＳＫのサ

ブシステムである資料調査システムで行うことになることから、（10）資料調査特定個人

情報ファイルの入手元等に外国税務当局を追記しております。なお、ｅ―ＴａｘからＫＳ

Ｋシステムへの連絡はインターネットを介さない内部ネットワークを用いて行うことにな

ります。 

 次に、２点目として、資料情報活用の観点から、これまで複数のシステムに入力されて

いた資料情報を統合、管理し、資料情報を一括して横断的に検索するため、資料調査シス

テムの改修を予定しております。それに伴い（10）資料調査特定個人情報ファイルの変更

を行っております。具体的には（10）資料調査特定個人情報ファイルの入手元に調査対象

者の取引先等の関係者を追記しております。調査対象者の取引先等の関係者からの情報の

入手は、国税通則法第74条２の質問検査権に基づき行うこととされており、あらゆる者の

特定個人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査において必要があるときに

限られることから、必要な情報以外を入手することを防止するためのリスク対策にその旨

を追記しております。 

 また、資料情報のデータでのダウンロードを可能とし、活用することから、ダウンロー

ド先の限定、他フォルダへの持ち出し制限、保存期間の設定により定期的にファイルの削

除を行うことなど、セキュリティ対策を講じることとしており、特定個人情報の使用にお

けるその他のリスク対策にその旨を追記しております。 

 以上が今回の主な変更内容の説明であります。 

○堀部委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御質問、御意見をお願いします。 

 大滝委員、どうぞ。 

○大滝委員 御説明ありがとうございました。 

 今の御説明の中でもありましたが、外国税務当局から特定個人情報として日本の居住者

の金融口座の情報を入手するというお話がありました。先ほど御説明の中でも一部、既に

触れていらっしゃったとは思いますが、その際の情報漏えい等を防止するための具体的な

対策について、もう少し詳しく御説明いただければと思います。よろしくお願いします。 

○国税庁 御質問の外国税務当局から特定個人情報を入手する際のリスク対策について説

明いたします。 

 ＣＲＳによる金融口座情報の自動的交換、つまり、外国税務当局から特定個人情報を入

手するときは、OECDが各国の税務当局とも合意して開発いたしました共通送受信システム、

Ｃｏｍｍｏｎ Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ、略してＣＴＳと呼んでおりま

すが、このＣＴＳを経由して行うことになっております。このＣＴＳを利用するためには、

事前に各国税務当局が登録した電子証明書による認証が必要となっています。 

 また、ＣＴＳの通信経路はＳＦＴＰと言われる暗号化方式によって全てのデータの通信

経路が暗号化されているほか、外国税務当局がＣＴＳにデータを送信する段階でも個々に
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電子署名を行って改ざん検知やなりすまし防止の措置を講じるなど、二重に暗号化されて

おり、高度な安全性が担保されています。また、各国税務当局が同様の方法を採用するこ

とになっています。 

○大滝委員 どうもありがとうございました。 

○堀部委員長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

 加藤委員、どうぞ。 

○加藤委員 御説明ありがとうございました。 

 外国金融機関などにおける特定個人情報の取扱いに関してお伺いしたいのですが、委員

会としては、外国金融機関等における特定個人情報の取扱いは保護評価の対象ではないの

ですが、国税庁として特定個人情報が適切に取り扱われるためにどのように対応されてい

るのか、そういった点について少し御説明いただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

○国税庁 外国金融機関等による特定個人情報の適切な取り扱いの担保につきまして、説

明いたします。 

 ＯＥＣＤではウェブサイト上に各国税務当局や金融機関等が閲覧可能な各国地域の関連

法制等が掲載されたポータルサイトを整備しており、国税庁ではこのポータルサイトや国

際会議の場において日本の番号制度の周知と、外国金融機関等において適切に個人番号が

取り扱われるよう、依頼を行っているところです。 

 また、ＣＲＳに関する権限のある当局間の合意に基づき、各国税務当局は情報保護に関

して物理的、技術的、人的等の側面における安全管理措置を講じる必要があります。万が

一、情報保護の不履行などが発生した場合には、ＯＥＣＤまたは外国税務当局から個人番

号の取扱状況の報告を受けることになっており、外国金融機関等において個人番号の適切

な取扱いがなされていないと考えられる場合には、国税庁としては、外国税務当局にその

是正を申し入れ、それでも是正されない場合には個人番号の収集や情報交換の停止などを

検討することとしております。 

○堀部委員長 よろしいですか。 

○加藤委員 ありがとうございます。 

○堀部委員長 ほかにいかがでしょうか。特に御発言がありませんので、私からは質問と

いうよりも要望です。リスク対策については、評価書にも書かれておりますが、これは極

めて重要なものであります。問題になるのは職員のところで、国税庁におかれましては特

定個人情報の取扱いについて、職員に対して実務に即した教育・研修を確実に実行してい

ただくようにお願いしたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。特に御発言がありませんので、質疑応答はこれで終わりとい

たしまして、本評価書については本日の説明内容等も踏まえて審査を進めていくこととし

たいと思います。本日は御出席いただきまして、ありがとうございました。  

○堀部委員長 次に議題２、その他です。 
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 委員の海外渡航承認につきまして、手塚委員が12月２日から12月５日までインドネシア、

12月９日から12月17日までアイルランド等、加藤委員が12月６日から12月10日までタイに

それぞれ委員会用務外で渡航されるとのことです。この海外渡航について承認してよろし

いでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○堀部委員長 ありがとうございました。 

 それでは、海外渡航については承認されました。 

 本日の議題は以上です。 

 本日の会議資料については、承認した後に委員会のホームページで公表したいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○堀部委員長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 本日の会議は閉会といたします。 

 今後の予定につきまして、的井総務課長から説明をお願いします。 

○的井総務課長 次回でございますが、12月６日水曜日の 14時30分から開催の予定でござ

います。 

 本日の資料でございますが、ただいまの御決定どおりに取り扱わせていただきます。本

日は誠にありがとうございました。 

 


